
平成�年度予算

平成�年７月１日から平成�年６月�日まで

（収入の部） （単位‥円）

科目区分 科目 予算額 前年度予算額 増減 摘要

会 費 会 費 ５０，９３５，５００ ５２，０２４，５００ △１，０８９，０００平成�年度会費

寄 付 金 寄 付 金 ６，１００，０００ ６，９００，０００ △８００，０００税政連サポート募金、日
税政後援会活動助成金

事業収入 事業収入 ８００，０００ ５，０００，０００ △４，２００，０００政策資料ほか

　 機関紙広告料 ５，９６８，０００ ５，９６８，０００ ０　

　 事業収入計 （６，７６８，０００）（１０，９６８，０００）（△４，２００，０００）　

雑 収 入 雑 収 入 １，５１０，０００ １，５１０，０００ ０　

当期収入合計 ６５，３１３，５００ ７１，４０２，５００ △６，０８９，０００

　前期繰越金 ３３，０１４，９６１ ３４，６４１，９６６ △１，６２７，００５

収入合計 ９８，３２８，４６１ １０６，０４４，４６６ △７，７１６，００５

（支出の部）
科目区分 科目 予算額 前年度予算額 増減 摘要

事業活動費 事 業 費 １５，０３０，０００ １９，４１０，０００ △４，３８０，０００

国対活動関係（朝食懇談会
等）、選対活動関係、単位
税政連との連携活動、東日
本６税政連会議、ブロック
別会議、各界との連携・交
流、セミナー・研修会関係、
政策資料の作成、その他
の事業活動に伴う諸費用

　 単位税政連活動助成金 ８００，０００ ８００，０００ ０単位税政連活動助成金
　 広報活動費 １３，８７６，０００ １４，１７６，０００ △３００，０００機関紙発行費用ほか
　 事業活動費計 （２９，７０６，０００）（３４，３８６，０００）（△４，６８０，０００）　

組織活動費 会 議 費 １，０００，０００ １，０００，０００ ０各種会議等に関する費用
　 大 会 費 ３，８８０，０００ ３，８８０，０００ ０大会関係費用
　 旅費交通費 ３，８００，０００ ３，８００，０００ ０旅費交通費

　 渉 外 費 ２，３００，０００ ２，３００，０００ ０
単位税政連、関係諸
団体に関する祝金他

　 組織活動費計 （１０，９８０，０００）（１０，９８０，０００）（ ０）　
日本税政連分担金 日本税政連分担金 ２４，８７３，６００ ２４，５２２，０００ ３５１，６００平成�年度分担金
経常経費 人 件 費 １６，０６０，０００ １５，６４０，０００ ４２０，０００職員および派遣社員
　 退職給与積立金 ２５０，０００ ２００，０００ ５０，０００　
　 事 務 費 １，０００，０００ １，０００，０００ ０事務機器、事務用品

　 事務所費 ２，８００，０００ ２，８００，０００ ０
事務室および倉庫等
の賃料、共益費等

　 通 信 費 １，０００，０００ １，０００，０００ ０郵便料金、電話料

　 印 刷 費 ２，５００，０００ ２，５００，０００ ０封筒、名刺、資料等印刷代、コピー代

　 雑 費 ５００，０００ ５００，０００ ０振込手数料ほか
　 経常経費計 （２４，１１０，０００）（２３，６４０，０００）（ ４７０，０００）　

予 備 費 予 備 費 ８，６５８，８６１ １２，５１６，４６６ △３，８５７，６０５　

当期支出合計 ９８，３２８，４６１ １０６，０４４，４� △７，７１６，００５

　当期収支差額 △３３，０１４，９６１△３４，６４１，９６６ １，６２７，００５

次期繰越金 ０ ０ ０

一
　
運
動
方
針

　
世
界
的
な
経
済
危
機
や
東
日

本
大
震
災
の
影
響
も
あ
り
、
日

本
経
済
は
、
一
部
で
は
持
ち
直

し
の
動
き
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
特
に
中
小
企
業
で
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。

　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
大
綱

は
、
①
成
長
戦
略
に
資
す
る
税

制
措
置
、
②
税
制
の
公
平
性
確

保
と
課
税
の
適
正
化
、
③
地
方

税
の
充
実
と
住
民
自
治
の
確
立

に
向
け
た
地
方
税
制
改
革
、
④

平
成
�
年
度
改
正
に
お
け
る
積

み
残
し
事
項
へ
の
喫
緊
の
対
応

を
目
的
と
し
て
お
り
、
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
に
よ
る
大
幅

な
増
税
を
前
提
と
し
て
整
備
す

べ
き
項
目
で
あ
る
。

　
毎
年
社
会
保
障
費
が
増
加
す

る
中
、
政
府
は
「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」
に
向
け
た
消

費
税
を
含
む
税
制
抜
本
改
革
を

構
想
し
て
お
り
、
逆
進
性
対
策

・
低
所
得
者
対
策
の
た
め
、
共

通
番
号
制
度
、
給
付
付
き
税
額

控
除
、
簡
素
な
給
付
措
置
、
軽

減
税
率
（
複
数
税
率
）
の
導
入

な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
改
正
が
い
か
な
る
手
法
で
行

わ
れ
る
か
、
税
理
士
業
界
の
対

応
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
本
連
盟
は
、
こ
の
よ
う
な
社

会
情
勢
を
踏
ま
え
て
、
税
理
士

の
社
会
的
・
公
共
的
使
命
を
一

層
自
覚
し
つ
つ
、
税
理
士
に
対

す
る
社
会
的
評
価
の
向
上
を
め

ざ
し
、
東
京
税
理
士
会
及
び
単

位
税
政
連
並
び
に
国
会
議
員
等

後
援
会
と
の
連
携
を
図
り
、
納

税
者
及
び
中
小
企
業
と
と
も

に
、
次
に
掲
げ
る
運
動
方
針
を

強
力
に
推
進
す
る
。

１．

社
会
の
要
請
す
る
国
民
の

た
め
の
税
理
士
制
度
の
確
立

２．

憲
法
の
理
念
に
立
脚
し
た

公
平
な
租
税
制
度
の
確
立

３．

納
税
者
の
声
が
反
映
さ
れ

た
税
制
の
確
立

４．

租
税
立
法
手
続
の
透
明
性

の
確
立

５．

税
務
行
政
に
お
け
る
適
正

手
続
の
確
立

６．

真
に
中
小
企
業
の
た
め
の

企
業
法
制
の
確
立

７．

税
理
士
の
公
益
的
業
務
へ

の
参
画

８．

社
会
の
変
動
に
対
応
し
た

税
政
連
の
組
織
及
び
運
動
の

確
立

二
　
重
点
運
動

　
上
記
の
運
動
方
針
に
基
づ

き
、
国
会
及
び
地
方
議
会
関
係

者
、
日
本
税
理
士
政
治
連
盟
、

中
小
企
業
団
体
及
び
消
費
者
団

体
等
と
の
連
携
並
び
に
マ
ス
コ

ミ
対
策
を
強
化
し
、
次
の
重
点

運
動
を
強
力
に
展
開
す
る
。

１．

国
民
に
信
頼
さ
れ
る
税
理

士
制
度
を
確
立
す
る
た
め
、

税
理
士
法
改
正
を
実
現
す
る

た
め
の
運
動
を
行
う
。

２．

税
の
専
門
家
と
し
て
、
納

税
者
の
声
が
反
映
さ
れ
た
税

制
改
革
を
実
現
す
る
た
め
の

運
動
を
行
う
。

３．

納
税
者
の
権
利
利
益
を
擁

護
す
る
立
場
か
ら
、
税
務
行

政
の
改
善
及
び
適
正
手
続
の

確
立
を
図
る
国
税
通
則
法
改

正
を
実
現
す
る
た
め
の
運
動

を
行
う
。

４．

司
法
制
度
に
対
し
て
は
、

真
に
国
民
の
た
め
の
司
法
制

度
構
築
を
め
ざ
し
、
税
理
士

の
立
場
を
踏
ま
え
て
積
極
的

な
役
割
を
担
う
た
め
の
運
動

を
行
う
。

５．

政
府
に
お
け
る
規
制
・
制

度
改
革
の
動
向
を
注
視
し
つ

つ
、
税
理
士
制
度
に
与
え
る

影
響
に
適
切
に
対
応
す
る
。

６．

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る

番
号
制
度
の
導
入
の
動
向
を

注
視
し
、適
切
に
対
処
す
る
。

７．

「
災
害
税
制
に
関
す
る
基

本
法
」
を
恒
久
法
と
し
て
整

備
し
、
税
制
面
で
も
不
測
の

事
態
に
備
え
て
、
納
税
義
務

者
に
安
心
感
を
与
え
、
よ
り

迅
速
な
被
災
者
支
援
を
可
能

と
す
る
た
め
の
税
制
確
立
に

向
け
た
運
動
を
行
う
。

８．

本
連
盟
の
政
策
実
現
を
図

る
た
め
の
真
の
代
表
を
国
会

及
び
地
方
議
会
に
送
る
た

め
、
単
位
税
政
連
及
び
国
会

議
員
等
後
援
会
と
連
携
し
つ

つ
強
力
な
運
動
を
行
う
。
ま

た
、
新
た
な
国
会
議
員
等
後

援
会
の
設
立
を
促
進
す
る
。

９．

税
理
士
に
期
待
さ
れ
る
社

会
的
役
割
を
踏
ま
え
て
、
登

録
政
治
資
金
監
査
人
制
度
、

地
方
自
治
体
・
地
方
独
立
行

政
法
人
等
の
監
査
制
度
の
充

実
等
に
資
す
る
た
め
の
公
益

的
業
務
に
積
極
的
に
参
画
し

て
い
く
た
め
の
運
動
を
行

う
。

�．

税
理
士
業
務
を
拡
充
強
化

す
る
た
め
、
税
理
士
法
第
�

条
違
反
行
為
等
、
業
務
及
び

職
域
の
侵
害
と
な
る
動
向
に

対
し
て
厳
格
に
対
応
す
る
。

�．

単
位
税
政
連
と
の
連
携
を

図
り
、
組
織
強
化
及
び
財
政

確
立
の
た
め
の
運
動
を
行

う
。

�．

本
連
盟
の
活
動
状
況
の
広

報
を
充
実
し
、
会
員
及
び
外

部
関
係
者
か
ら
の
意
見
集
約

に
努
め
つ
つ
、
積
極
的
な
活

動
を
行
う
。

�．

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

公
会
計
制
度
改
革
（
複
式
簿

記
・
発
生
主
義
会
計
）
の
実

現
の
た
め
の
運
動
を
強
力
に

行
う
。

　
平
成
�
年
度
運
動
方
針
に
基

づ
き
、
各
機
関
に
お
い
て
事
業

活
動
を
強
化
し
、
社
会
の
要
請

す
る
国
民
の
た
め
の
税
理
士
制

度
の
確
立
並
び
に
規
制
・
制
度

改
革
の
動
向
へ
の
対
応
等
に
組

織
を
挙
げ
て
取
り
組
む
と
と
も

に
、
次
の
運
動
を
強
力
に
推
進

す
る
。

一
　
政
策
委
員
会

１．

本
年
度
運
動
方
針
に
基
づ

き
具
体
的
政
策
を
企
画
立
案

す
る
。

２．

税
理
士
法
改
正
の
実
現
に

向
け
て
対
応
策
を
検
討
す

る
。

３．

規
制
・
制
度
改
革
、
構
造

改
革
と
並
行
し
て
国
際
化
、

情
報
化
、
多
様
化
が
急
速
に

進
む
社
会
の
変
動
を
踏
ま
え

て
、
本
連
盟
の
長
期
的
政
策

を
検
討
す
る
。

４．

中
小
企
業
団
体
、
消
費
者

団
体
、
他
士
業
団
体
等
と
の

連
携
強
化
策
を
企
画
立
案
す

る
。

５．

東
京
税
理
士
会
と
の
連
絡

調
整
を
図
る
。

二
　
財
務
委
員
会

１．

財
政
の
一
層
の
充
実
を
図

る
た
め
、
単
位
税
政
連
及
び

本
連
盟
各
委
員
会
と
連
携

し
、
単
位
税
政
連
の
会
員
増

強
を
図
り
、
会
費
の
収
納
に

努
め
る
。

２．

当
面
の
財
政
収
入
の
確
保

に
努
め
る
と
と
も
に
、
引
き

続
き
効
果
的
な
財
政
支
出
を

行
い
、
さ
ら
に
、
長
期
的
観

点
に
立
っ
て
財
政
の
充
実
策

を
検
討
す
る
。

３．

政
治
資
金
規
正
法
の
理
解

と
、
政
治
資
金
に
対
す
る
正

し
い
認
識
の
研
修
と
普
及
に

努
め
る
。

三
　
組
織
委
員
会

１．

本
連
盟
の
組
織
を
強
化
す

る
た
め
単
位
税
政
連
の
会
員

の
増
強
及
び
充
実
強
化
を
図

る
。

２．

単
位
税
政
連
と
の
一
体
的

活
動
を
図
る
た
め
の
諸
施
策

を
検
討
し
、
そ
の
連
絡
調
整

を
行
う
。

３．

単
位
税
政
連
会
長
・
幹
事

長
合
同
会
議
及
び
ブ
ロ
ッ
ク

別
税
政
連
会
議
を
主
宰
す

る
。

４．

証
票
交
付
式
に
お
い
て
新

規
登
録
者
に
対
し
て
税
政
連

へ
の
入
会
勧
奨
を
行
う
。

５．

財
務
委
員
会
と
連
携
し

て
、
会
費
及
び
サ
ポ
ー
ト
募

金
の
円
滑
な
収
納
を
図
る
。

四
　
国
対
委
員
会

１．

税
理
士
法
改
正
の
実
現
の

た
め
、
税
理
士
に
よ
る
国
会

議
員
等
後
援
会
と
連
携
し
、

積
極
的
に
国
会
議
員
等
に
対

し
陳
情
活
動
を
展
開
す
る
。

２．

本
連
盟
の
事
業
遂
行
に
必

要
な
国
会
活
動
対
策
を
企
画

立
案
し
、
具
体
的
運
動
を
実

施
す
る
。

３．

各
選
挙
ご
と
に
本
連
盟
の

選
挙
対
策
を
企
画
立
案
し
、

各
単
位
税
政
連
及
び
国
会
議

員
等
後
援
会
と
連
携
し
、
選

挙
の
際
の
応
援
活
動
体
制
の

整
備
及
び
強
化
を
図
る
。

４．

国
会
議
員
、
地
方
議
会
議

員
等
と
の
懇
談
会
を
企
画
実

施
す
る
。

５．

中
小
企
業
団
体
等
と
の
連

携
強
化
を
図
る
。

６．

公
職
選
挙
法
等
の
理
解

と
、
選
挙
に
対
す
る
正
し
い

認
識
の
研
修
と
普
及
に
努
め

る
。

東 京 税 政 連 （４）第１８９号２０１２年（平成２４年）１１月１日（木曜日） 　


